
 
 

『新しい年を迎えて』 

 
新年のお慶びを申し上げます。  

 旧年中は、「もだま」に対して様々なご支援をいただきありがとうございました。  

 昨年は、東日本大震災や原発事故により、多くの方々が避難所、仮設住宅への移転を

余儀なくされました。一連の経緯の中で地域のつながりが強調されると同時に、大きな

災害が起こったときに社会的に弱い立場にある人達をいかに支えるかという課題も浮

かび上がりました。  

 支える仕組みは、前もって作られていなければ、いざというときに機能しません。障

害者自立支援法、障害者基本法、障害者虐待防止法などの改正、成立等、法的な整備は

一定進みつつありますが、制度を活きたものにするには人のつながりこそ肝要といえる

でしょう。  

 新しい年、年度を前に「もだま」もまた新しい基盤を作りつつあります。支援ニーズ

を抱えた人達を地域での生活を一番身近で支えるこの活動について、今年もまた皆様の

暖かいご支援をお願い申し上げます。       

                                       副理事長  山田 容 

 

               
       

                

 もりやま福祉フェア

 
 
 守山市では、今年度から守山市すこやかま

ちづくり行動プラン市民啓発事業として、福

祉フェアが開催されることになり、第一回目

が１２月１１日（日）守山市生涯学習センタ

ー（エルセンター）で行なわれました。 

もだまの相談員が講師となり、「障がい者

の権利擁護」～成年後見制度の利用から～を

テーマに講演しました。 

障がい者の権利擁護活動としての成年後見

制度の視点で活動していることや、実際の後

見活動の事例をとおして、成年後見制度を身

近に感じていただけるよう、また、制度の利

用で本人の権利が完全に護られるのではなく、

地域ぐるみの支援や行政との連携が大切であ 

 
 

るといった内容のお話しをさせていただきま

した。 

当日は、市長さんをはじめたくさんの方々 

が参加され盛況でした。 
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 守山市民活動屋台村 

 
 

守山市民活動屋台村が、11 月 26（土）、  

27日（日)の２日間にわたり、市民交流  

センターで開催されました。  

この活動屋台村は、守山市内を中心に活動し

ている市民、ボランティア活動団体、 ＮＰＯ

法人など４３団体が参加して行なわれました。 

 

成年後見センターも

だまも、パネル板２枚

を 展示し、啓発パンフ

レットやポスターを配 

布しました。守山市民

の皆さんが、もだまの

存在や活動に関心をもっていただけたのでは

ないかと感じています。 

 
 

  後見活動日誌             
もだまでは、これまで４３名の後見等を受任し、新たな出会いを積み重ねてきました。一方、

昨年は５名が御逝去され、つらいお別れも経験しました。 

Ｔ男さん（７０歳代・知的障害者）は数年前にお母さんが亡くなり、以降、介護サービスを

利用しながら一人暮らしをされていました。歩行が不安定で持病もあり、医師の指導のもとで

食事制限があり、ヘルパーさんもそれに添った食事を準備してくれていましたが、Ｔ男さんは

自宅近くのコンビニに行き、好みのものを購入しておられました。小雪が舞う真冬の深夜、コ

ンビニからの帰りに転倒し、動けなくなって雪ダルマのようになっていたところを発見され、

一命は取りとめましたが、その後、致命的な病気が発見されました。治療は医師・看護職・後

見人のもだまが、Ｔ男さんの希望を確認しながら進めました。最初は「一日でも長生きしたい」

から「痛い治療はイヤ」と長引く入院生活で気持ちも落ち込んでいきました。 

そんな時に自宅では控えるようにしていた、好物の甘い飲料を飲んで、「あぁーうまいわ」

と笑顔で喜ばれたり、つらいリハビリを頑張り「家に帰りたいなー」とつぶやかれました。地

域の方や支援者の誰からも愛されたＴ男さんのあの笑顔が浮かびます。 
 

 豆知識 「後見制度支援信託」制度 
 最近この言葉がときどき聞かれます。新聞によると親族後見人の着服事件が昨年度は１８２

件、約１８億円も発生したとのことです。  

この様な状況を改善するための対策として、日常的に支出する金銭の範囲を親族後見人が管理

し、それ以上の額の金銭は家庭裁判所の管理の下で信託銀行に預け、一時金が必要な時は家庭

裁判所の許可を得て信託銀行から引き出すという制度です。  

 この制度には、本来の成年後見制度のあり方との関係で様々な問題点を含んでいると言われ

ていますが、本年２月から適用される方向で進められています。  
 

 
 

●来年度の体制整備に伴い、相談員の増員と新しい事務所を探しています● 
 

新しい相談員の募集 
 

社会福祉士および普通自動車運転免許を持

っている、相談員を２名募集しています。

後継者の育成も目指していますので、若い

方の応募が大歓迎です。 
 

新しい事務所を探しています 
 

草津周辺で事務所を探しています。５０～６０㎡、家賃５

～６万円ぐらいで何処かありませんか。ご紹介ください。 

 

★★会員募集しています★★  

成年後見センターもだまの活動に賛同・支援いただける方を募集しています。 

正会員年会費 個人１口  ３，０００円  賛助会員年会費 個人１口  ２，０００円 

       団体１口 １０，０００円          団体１口  ５，０００円 

 


